
ＪＲ山科･京都間 痴漢えん罪事件

いよいよ最高裁です！逆転無罪へご支援を

募金のご協力をお願いします
柿木浩和さんをえん罪から救う会

日本国民救援会滋賀県本部

2011 年 1月 18 日、大阪府の中学校教員・柿木浩和さんが、J R 琵琶湖線内での「痴漢行為」を理由に

逮捕・起訴された事件で、京都地裁は柿木さんに罰金 40 万円の有罪判決を下し、大阪高裁もこれを追

認、柿木さんの控訴を棄却しました。

この裁判は、「被害者」の証言もなく、逮捕後に行われた繊維微物鑑定においても柿木さんの手から｢被

害者｣のスカートの繊維は検出されないなど、柿木さんを有罪と認定できる証拠はありません。唯一、｢痴

漢行為｣を現認したとする警察官の供述も重要部分で変遷しており、かつ、その現認状況についても不自

然な点が多々あることが、公判を通じて明らかになりました。もちろん柿木さんは一貫して否認し、無実を

訴えています。

裁判は最高裁に場をうつしますが、柿木さんと家族を支え、えん罪から救いだすとともに、一日も早く職

場復帰できるよう、たたかいを強めます。皆様の募金のご協力をお願いします。

お 名 前 金 額 お 名 前 金 額

※この趣意書を古封筒などに貼ってカンパ袋にして集めてください。


